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則
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一
部
を
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す
る
規
則

(

自
然
保
護
課)

…

�

規

則

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
六
号

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
条
例

第
十
四
号)

の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
と
す
る
。

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
七
号

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
条
例

第
四
十
号)

の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
と
す
る
。

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
八
号

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
三
年
九
月
青
森
県
規
則
第
七
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中

｢

第
七
条
第
一
項｣

の
下
に

｢

及
び
第
二
項｣

を
加
え
、｢

及
び
同
条
第
二
項｣

を

｢

並
び
に
同
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中

｢郵
便
官
署
消
印
｣

を

｢通
信
日
付
印
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
、

｣
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課
税
標
準
の
算
定
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

原
子
炉
へ
の
核
燃
料
の

挿
入
年
月
日

課
税
標
準
の
算
定
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で



� �
｢税

率
｢税

率
｢課
税
標
準
量
｣

を

｢課
税
標
準
｣

に
、

を

に
改
め
、
同
様
式
の

(円
)
｣

(
)
｣

注
の
２
中

｢濃
縮
｣
｣

の
次
に

｢､
｢核
燃
料
の
挿
入
｣
｣

を
加
え
、
同
様
式
の
別
紙
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

別
紙
１
(核
燃
料
の
挿
入
以
外
の
場
合
)

課
税
標
準
に
関
す
る
明
細

注
１
廃
棄
体
に
係
る
容
器
の
容
量
は
､
当
該
容
器
が
日
本
工
業
規
格
に
定
め
ら
れ
て
い
る
容

器
に
該
当
す
る
場
合
に
は
､
当
該
容
器
に
係
る
日
本
工
業
規
格
の
呼
び
容
量
と
す
る
こ
と
｡

２
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

第
一
号
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
紙
２
(核
燃
料
の
挿
入
の
場
合
)

課
税
標
準
に
関
す
る
明
細

注
１
実
用
発
電
用
原
子
炉
ご
と
に
別
様
と
す
る
こ
と
｡

２
｢実
用
発
電
用
原
子
炉
へ
の
核
燃
料
の
挿
入
の
区
分
｣
欄
に
は
､
青
森
県
核
燃
料
物
質

等
取
扱
税
条
例
第
３
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
を
記
載
す
る
こ
と
｡

３
｢課
税
対
象
核
燃
料
(新
規
挿
入
分
)
｣
欄
に
は
､
初
め
て
実
用
発
電
用
原
子
炉
に
挿

入
さ
れ
た
核
燃
料
で
､
今
回
課
税
対
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
｡

４
｢再
挿
入
分
体
数
｣
欄
に
は
､
既
に
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
が
課
税
さ
れ
た
核
燃
料
で
､

再
び
実
用
発
電
用
原
子
炉
内
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
の
数
量
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
｡

５
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡
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月

当
該
月
に
お

い
て
濃
縮
に

よ
り
生
じ
た

製
品
ウ
ラ
ン

の
重
量

(㎏
)

当
該
月
に
お

い
て
受
け
入

れ
た
使
用
済

燃
料
に
係
る

原
子
核
分
裂

を
さ
せ
る
前

の
ウ
ラ
ン
の

重
量
(㎏
)

当
該
月
の
末

日
現
在
に
お

け
る
廃
棄
体

に
係
る
容
器

の
容
量

(�
)

当
該
月
の
末

日
現
在
に
お

け
る
ガ
ラ
ス

固
化
体
に
係

る
容
器
の
数

量

(本
)

備
考

・
・

・

・
・

・

・
・

・

合
計
①

・
・

・

①
×
1/12

・
・

備
考

� �

実
用
発
電
用
原
子
炉
へ
の

核
燃
料
の
挿
入
の
区
分

実
用
発
電
用
原
子
炉
名

条
例
第
３
条
第
２
項
第

号
該
当
挿
入

年
月
日

年
月

日

体

計
④ 体

挿
入
核
燃
料

の
体
数①

課
税
対
象
核
燃
料
(新
規
挿
入
分
)

円
／
体

平
均
単
価 円

核
燃
料
の

単
価②

円

計
(課
税
標
準
額
)

円

核
燃
料
の

価
額

(①
×
②
)③

体

再
挿
入
分

体
数⑤

課
税
対
象
と
な
ら
な
い
核
燃
料体

既
挿
入
分

体
数⑥

体

挿
入
核
燃
料
の

合
計
体
数

(④
＋⑤

＋⑥
)⑦



� �

第
二
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢税
率

｢税
率

｢課
税
標
準
量
｣

を

｢課
税
標
準
｣

に
、

を

に
改
め
る
。

(円
)
｣

(
)
｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
九
号

青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
四
年
四
月
青
森

県
規
則
第
三
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
号
様
式
の

(

表
面)

及
び
第
十
四
号
様
式
の

(

表
面)

中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

第
十
五
号
様
式
の

(

表
面)

中

｢並
び
に
狩
猟
免
状
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日
｣

を

｢､
狩
猟
免

状
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日
並
び
に
第
二
種
銃
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
者
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
､
現
に
受
け
て
い
る
狩
猟
免
許
の
種
類
｣

に
、

｢

を

｣
｢

に
、

｣
｢

を

｣
｢

に
改
め
る
。

｣
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課
税
標
準
の
算
定
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

原
子
炉
へ
の
核
燃
料
の

挿
入
年
月
日

課
税
標
準
の
算
定
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

第
二
種
銃

猟
免
許

第
一
種
銃

猟
免
許

６
ガ
ス
銃

５
空
気
銃

４
散
弾
銃

３
ラ
イ
フ
ル
銃
銃
器
の
所
持

の
許
可
に
係

る
許
可
証
の

番
号
及
び
交

付
年
月
日

第
号
年
月
日
交
付

第
号
年
月
日
交
付

第
号
年
月
日
交
付

第
号
年
月
日
交
付

第
二
種
銃

猟
免
許

第
一
種
銃

猟
免
許

５
空
気
銃
(圧

縮
ガ
ス
を
使
用

す
る
も
の
を
含

む
｡
)

４
散
弾
銃

３
ラ
イ
フ
ル
銃
銃
器
の
所
持

の
許
可
に
係

る
許
可
証
の

番
号
及
び
交

付
年
月
日

第
号
年
月
日
交
付

第
号
年
月
日
交
付

第
号
年
月
日
交
付

第
二
種
銃

猟
免
許

第
一
種
銃

猟
免
許

５
空
気
銃

６
ガ
ス
銃

３
ラ
イ
フ
ル
銃

４
散
弾
銃

知
事

知
事

第
号
年
月
日
交
付

第
号
年
月
日
交
付

第
二
種
銃

猟
免
許

第
一
種
銃

猟
免
許

６
空
気
銃
(圧

縮
ガ
ス
を
使
用

す
る
も
の
を
含

む
｡
)

３
ラ
イ
フ
ル
銃

４
散
弾
銃

５
空
気
銃
(圧

縮
ガ
ス
を
使
用

す
る
も
の
を
含

む
｡
)

知
事

１
第
一
種
銃
猟
免
許

２
第
二
種
銃
猟
免
許

知
事

第
号
年
月
日
交
付

第
号
年
月
日
交
付

第
二
種
銃
猟
免
許

第
一
種
銃
猟
免
許

ガ
ス

銃

空
気

銃

散
弾

銃

ラ
イ
フ
ル
銃

第
号

年
月

日
交
付

第
号

年
月

日
交
付

第
号

年
月

日
交
付

第
号

年
月

日
交
付

空
気

銃
(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す
る
も

の
を
含
む
｡
)

散
弾

銃

ラ
イ

フ
ル

銃

第
号

年
月

日
交
付

第
号

年
月

日
交
付

第
号

年
月

日
交
付

第
号

年
月

日
交
付



� �

第
十
六
号
様
式
の

(

そ
の
１)

の

(

表
面)

中

｢並
び
に
狩
猟
免
状
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日
｣

を
｢､
狩
猟
免
状
の
番
号
及
び
交
付
年
月
日
並
び
に
第
二
種
銃
猟
免
許
に
係
る
変
更
登
録
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
､
現
に
受
け
て
い
る
狩
猟
免
許
の
種
類
｣

に
、

｢

を

｣
｢

に
、

｣
｢

を

｣
｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報平成16年６月18日 金曜日 号外第51号 �� �

第
二
種
銃

猟
免
許

第
一
種
銃

猟
免
許

５
空
気
銃

６
ガ
ス
銃

３
ラ
イ
フ
ル
銃

４
散
弾
銃

知
事

知
事

第
号
年
月
日
交
付

第
号
年
月
日
交
付

第
二
種
銃

猟
免
許

第
一
種
銃

猟
免
許

６
空
気
銃
(圧

縮
ガ
ス
を
使
用

す
る
も
の
を
含

む
｡
)

３
ラ
イ
フ
ル
銃

４
散
弾
銃

５
空
気
銃
(圧

縮
ガ
ス
を
使
用

す
る
も
の
を
含

む
｡
)

知
事

１
第
一
種
銃
猟
免
許
２
第
二
種
銃
猟
免
許

知
事

第
号
年
月
日
交
付

第
号
年
月
日
交
付

第
二
種
銃
猟
免
許

第
一
種
銃
猟
免
許

ガ
ス

銃

空
気

銃

散
弾

銃

ラ
イ
フ
ル
銃

第
号

年
月

日
交
付

第
号

年
月

日
交
付

第
号

年
月

日
交
付

第
号

年
月

日
交
付

空
気

銃
(圧
縮
ガ
ス
を
使
用
す
る
も

の
を
含
む
｡
)

散
弾

銃

ラ
イ

フ
ル

銃

第
号

年
月

日
交
付

第
号

年
月

日
交
付

第
号

年
月

日
交
付

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


